
船舶事故調査報告書 

令和４年８月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年８月２７日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島
おおしま

町屋代
や し ろ

島北方沖（大畠瀬戸） 

大磯
おおいそ

灯台から真方位０８０°１,０２５ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.４′ 東経１３２°１１.３′） 

事故の概要 ケミカルタンカーAZUREE
ア ズ リ ー

 HANA
ハ ナ

は、西進中、屋代島北方沖の浅所に

乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年８月３０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ケミカルタンカー AZUREE HANA（大韓民国籍）、４９９トン 

９１０４２０１（ＩＭＯ番号）、Hana Marine Co., Ltd. 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、船長免状（大韓民国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 船首船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 東流約４.７ノッ

ト（kn）、潮高 約１６３㎝（大畠） 

 事故の経過 本船は、船長ほか１０人（大韓民国籍２人、インドネシア共和国籍

８人）が乗り組み、船長が、大畠瀬戸通航に備えて昇橋し、操舵室内

左舷側のレーダーの前で操船指揮をとり、航海士を目視での見張り

に、甲板長を操舵にそれぞれ当たらせた。 

 本船は、大畠瀬戸の東口付近で、手動操舵で約８kn の対地速力と

し、大島大橋の第３橋脚と第４橋脚の間に針路を向けたところ、左舷

方から潮流を受けて北方に圧流され、船長は、針路を修正しようとし

たが、操船が意のままにならず、徐々に第３橋脚に向かう針路となっ

た。 

 船長は、第３橋脚に衝突する危険を感じ、甲板長に左舵一杯の指示

をして大きく左転した後、昇橋してきた機関長に全速力後進の指示を

したが、間に合わず、屋代島北方沖の浅所（以下「本件浅所」とい

う。）に乗り揚げた。 

 船長は、乗組員に損傷の状況、浸水の有無等について確認後、海上

保安庁に通報した。 

本船は、満潮時に自力で離礁し、山口県柳井市柳井
や な い

港沖に錨泊し

た。 

 瀬戸内海水路誌によれば、大畠瀬戸の潮流は、東流（西流）は大畠

の低潮（高潮）の約２０分後から高潮（低潮）の約２０分後まで流



 

れ、最狭部の最強流速は東流、西流ともに約７ノットである。 

 笠
かさ

佐
さ

島東側の潮流により､上げ潮流時は北方に､下げ潮流時は南方に

圧流されるので注意を要する。 

 船長は、大畠瀬戸通航の経験が１２回あり、これまで大畠瀬戸を無

難に航行できていたので、本事故時、これまでと同様にそれほど潮流

の影響を受けずに同瀬戸を航行できると思っていた。 

 船長は、本船が潮流により北方に圧流されたとき、大畠瀬戸の通航

を断念して、引き返していれば良かったと本事故後に思った。 

 本船の喫水は、船首約３.２５ｍ、船尾約４.２５ｍであった。 

分析  本船は、大畠瀬戸を西進中、潮流の強い時間帯に大畠瀬戸を通航し

ようとしたことから、潮流により北方に圧流されて第３橋脚に向かう

針路となって大きく左転し、本件浅所に向かう進路となり、本件浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本船が、これまで大畠瀬戸を無難に航行できていたことか

ら、本事故時、これまでと同様にそれほど潮流の影響を受けずに航行

できると思い、同瀬戸を航行したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、大畠瀬戸を西進中、潮流の強い時間帯に

大畠瀬戸を通航しようとしたため、潮流により北方に圧流されて第３

橋脚に向かう針路となって大きく左転し、本件浅所に向かう進路とな

り、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、大畠瀬戸を通航する際は、潮流を勘案し、できるだけ操

船に影響しない時間帯を選択して通航するよう通航時間の調整を

行うこと。 


